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１．１号機第２５回定期検査実績工程

１

○ 川内原子力発電所１号機は、2020年３月16日に第25回定期検査を開始し、停止
中における所要の検査を終了後、同年11月17日に原子炉を起動、11月19日に発電を
再開した。なお、安全性・信頼性向上対策である特定重大事故等対処施設の設置
工事を実施したため、停止期間が長期となった。

○ 発電再開後は、徐々に出力を上昇させながら、各設備の運転状態の確認を行い、
2020年12月15日に、定期検査の最終検査である総合負荷性能検査を終了し、通
常運転に復帰した。

２０２０年

３月 ４月 ５月 ６～９月 １０月 １１月 １２月

主
要
工
程

タービン、発電機等点検

燃料装荷燃料取出

定格熱出力一定運転定格熱出力一定運転

▼16発電停止※

原子炉容器開放

▼15

機能検査

総合負荷性能検査
通常運転復帰

▼19発電再開
▼18臨界
▼17原子炉起動

格納容器漏えい率検査
1次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器組立

▼11特重施設設置完了

※：原子力規制委員会の方針により、特重施設に係る使用前検査に合格していない発電用原子炉施設は、設置期限（2020年３月17日）の翌日
以後、冷温停止状態を継続しなければならないことから、発電を停止し定期検査を開始した。



２．２号機第２４回定期検査実績工程

２

○ 川内原子力発電所２号機は、2020年５月20日に第24回定期検査を開始し、停止
中における所要の検査を終了後、同年12月22日に原子炉を起動、12月24日に発電を
再開した。なお、安全性・信頼性向上対策である特定重大事故等対処施設の設置
工事を実施したため、停止期間が長期となった。

○ 発電再開後は、徐々に出力を上昇させながら、各設備の運転状態の確認を行い、
2021年１月22日に、定期検査の最終検査である総合負荷性能検査を終了し、通
常運転に復帰した。

2020年 2021年

５月 ６月 ７月 ８～10月 11月 12月 １月

主
要
工
程

タービン、発電機等点検

燃料装荷燃料取出

定格熱出力一定運転定格熱出力一定運転

▼20発電停止※

原子炉容器開放

▼22

機能検査

総合負荷性能検査
通常運転復帰

▼24発電再開
▼23臨界
▼22原子炉起動

格納容器漏えい率検査

1次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器組立

▼16特重施設設置完了

※：原子力規制委員会の方針により、特重施設に係る使用前検査に合格していない発電用原子炉施設は、設置期限（2020年５月21日）の翌日
以後、冷温停止状態を継続しなければならないことから、発電を停止し定期検査を開始した。



３

格納容器

格納容器スプレイ
格納容器
スプレイ系

燃料取扱建屋

燃料ピット
クレーン

燃料集合体

使用済燃料
ラック

高圧注入系

低圧注入系

蓄圧
タンク

制御棒

加圧器

蒸
気
発
生
器

原子炉容器

1次冷却材ポンプ
燃料

蒸気

タービン 発電機

復水器水

給水ポンプ

循環水
ポンプ

放水路へ

冷却水(海水)
原子炉を冷却する

放射性物質を

閉じ込める

原子炉を止める

原子力発電所では、原子炉等規制法に基づき、設備に異常が無いこと、「原子炉を止め

る」、「原子炉を冷やす」、「放射性物質を閉じ込める」の各機能が健全であること及び

重大事故等の対応が可能であることを確認する。

３．定期検査の概要



４

○定期事業者検査

「原子炉等規制法第４３条３の１６第１項」及び「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則第５５条第１項第１号」に基づき、定期事業者検査を実施した。

・川内１号機第２５回定期検査における定期事業者検査：１１１項目
・川内２号機第２４回定期検査における定期事業者検査：１０５項目

３．定期検査の概要

主 な 設 備 主 な 検 査

原子炉本体、および
原子炉冷却系統設備

ポンプ・弁分解検査、ポンプ・弁機能検査 等

計測制御系統設備 安全保護系機能検査、制御棒駆動系機能検査 等

燃料設備 燃料集合体外観検査、燃料集合体炉内配置検査 等

放射線管理設備 エリアモニタ機能検査 等

放射性廃棄物処理設備 気体廃棄物処理系機能検査、液体廃棄物処理系機能検査 等

原子炉格納施設 原子炉格納容器漏えい率検査、原子炉格納容器隔離弁機能検査 等

電気設備 非常用ディーゼル発電機分解検査、非常用予備発電装置機能検査

蒸気タービン設備 蒸気タービン開放検査・性能検査



５

（１）原子炉本体、および原子炉冷却系統設備

① 原子炉本体、一次冷却系統配管などの供用期間中検査を実施したが、漏え

い、割れなどの異常は認められなかった。

② 加圧器安全弁検査、加圧器逃がし弁検査などを実施したが、異常は認めら

れなかった。

③ 非常用炉心冷却系の機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

④ その他主要弁開閉検査、機器配管弁類についても機能等に異常は認められ

なかった。

（２）計測制御系統設備

① 安全保護系の機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

② 制御棒駆動系機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

③ 制御用空気圧縮系機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

④ その他核計装装置および一次系制御装置等の検査を実施したが、異常は

認められなかった。

４．主要検査及び点検結果



６

（３）燃料設備

① 燃料集合体の外観検査を実施したが、異常は認められなかった。

② 燃料集合体の炉内配置検査を実施したが、異常は認められなかった。

１号機の制御棒クラスタ（RCC)の健全性を確認する検査中、制御棒１本が

曲がる事象が発生したため、当該品を予備品へ取り替えるとともに、同様

の事象が発生しないよう作業要領書の見直しと教育を実施した。

（４）放射線管理設備

① エリアモニタ機能検査などを実施したが、異常は認められなかった。

（５）放射性廃棄物処理設備

① 放射性廃棄物処理設備の点検、機能検査を実施したが、異常は認められな

かった。

（６）原子炉格納施設

① 原子炉格納容器漏えい率検査、原子炉格納容器隔離弁検査などを実施したが、

異常は認められなかった。

４．主要検査及び点検結果



７

（７）電気設備

① 非常用予備発電装置機能検査を実施したが、異常は認められなかった。

② その他発電機本体、励磁機、変圧器、しゃ断器などの点検を実施したが、

異常は認められなかった。

（８）蒸気タービン設備

① タービン車室の開放点検、附属設備の分解点検を実施したが、異常は認め

られなかった。

② 主蒸気安全弁検査、主蒸気逃がし弁検査などを実施したが、異常は認めら

れなかった。

③ その他主要弁開閉検査、機器配管弁類についても機能等に異常は認められ

なかった。

（９）プラント総合

① 定格熱出力一定運転において、総合負荷性能検査を実施した結果、各設備

の運転状態に異常はなく、安定した運転ができることを確認した。

４．主要検査及び点検結果



５．定期検査期間中に実施した主な工事

８

（１）燃料の取替え〔１,２号機〕

１，２号機それぞれの燃料集合体157体のうち、１号機は32体を、２号機は40体

を新燃料に取り替えた。

（２）特定重大事故等対処施設設置工事〔１,２号機〕
原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、

原子炉を冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉

格納容器の破損を防止するための機能を有する施設を設置した。

原子炉格納容器

制御棒

タンクへ

蒸
気
発
生
器

フィルタ
ベント

：特定重大事故等対処施設

原子炉減圧
操作設備

(窒素ボンベ等)

貯水槽

緊急時制御室

発電機

原子炉容器

新たに設置した建屋

注水ポンプ

原子炉減圧操作設備



５．定期検査期間中に実施した主な工事

９

（３）常設直流電源設備（３系統目）設置工事〔１,２号機〕

全ての交流電源が喪失した際に、重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を供
給する設備であり、既に設置済である２系統の直流電源設備に加え、もう１系統の
特に高い信頼性を有する常設直流電源設備（３系統目）を設置した。

〔３系統目〕 〔２系統目〕〔１系統目〕

：直流電源設備（３系統目）

充電器盤

6.6ｋV母線

DG

440V母線

コントロールセンタ（440V母線）

充電器盤充電器盤
DG 直流電源用発電機【可搬型】Ge

：直流電源設備（２系統目）

：直流電源設備（１系統目）

蓄電池
（安全防護系用）
容量：1,200Ah

蓄電池
（重大事故等対処用）
容量：2,400Ah

可搬型直流変換器蓄電池
（３系統目）
容量：3,000Ah

重大事故等対処用
直流コントロールセンタ

直流コントロールセンタ※

※：直流コントロールセンタは、各号機毎にＡ系とＢ系があり、
蓄電池（３系統目）は、いずれに対しても給電可能。負荷（監視計器等）



５．定期検査期間中に実施した主な工事

１０

※１：プラントパラメータの異常を検知し、原子炉安全保護盤に異常信号を発信
する。

※２：原子炉保護系計器ラックから受信した異常信号を受け、原子炉停止信号等
を発信する。

（４）原子炉安全保護盤取替工事〔１,２号機〕

原子炉圧力等のパラメータの異常を検知し、原子炉停止や原子炉を冷却するための
ポンプを作動させるための信号を発信する設備であり、信頼性、保守性向上の観点
から、デジタル制御装置を適用した制御盤に取り替えた。

検出器 検出器
指示計 記録計

原子炉保護系計器ラック※１

【デジタル制御】

原子炉安全保護盤※２

【アナログ制御】

取替前

盤取替え

○原子炉停止用遮断器

○原子炉を冷却するための
ポンプ等

検出器 検出器
指示計 記録計

原子炉保護系計器ラック※１

【デジタル制御】

原子炉安全保護盤※２

【デジタル制御】

取替後

○原子炉停止用遮断器

○原子炉を冷却するための
ポンプ等

パラメータ
（各圧力・水位信号等） タービンへ

制御棒

加
圧
器

給水

蒸気
発生器

１次冷却材ポンプ
原子炉容器

原子炉保護系
計器ラック

原子炉安全保護盤

原子炉停止用
遮断器

原子炉を冷却する
ためのポンプ等



５．定期検査期間中に実施した主な工事

１１

（５）原子炉容器出口管台溶接部計画保全工事〔２号機〕

原子炉容器出口管台溶接部について、応力腐食割れ（ＳＣＣ）の予防保全の
ため、原子炉容器出口管台及び出口管台セーフエンドのうち、600系ニッケル
基合金を用いた溶接材の内面を一部切削し、応力腐食割れ（ＳＣＣ）対策材料
として優れた690系ニッケル基合金にてクラッド溶接を行いました。

原子炉容器

原子炉容器
出口管台
(低合金鋼)

690系ニッケル基合金にて
クラッド溶接を実施

内張り材

肉盛溶接部
（600系ニッケル基合金）

セーフエンド
(ステンレス鋼)

周溶接部
（600系ニッケル基合金）

セーフ
エンド原子炉容器

管台

原子炉容器



１２

（１）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量（２０２０年３月１６日～２０２０年１２月１５日）

区 分
放射線業務
従事者数(人)

総線量
(人・Ｓｖ)

平均線量
(ｍＳｖ)

最大線量
(ｍＳｖ)

社 員 ４７５ ０．０２ ０．０４ ０．５６

社員外 ２，３９７ ０．３５ ０．１４ ６．１２

合 計 ２，８７２ ０．３６ ０．１３

（２）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量分布（２０２０年３月１６日～２０２０年１２月１５日）

区 分 5mSv以下
5mSvを超え
15mSv以下

15mSvを超え
20mSv以下

20mSvを超え
25mSv以下

25mSvを超え
50mSv以下

50mSvを
超える

合 計

社 員 ４７５ ０ ０ ０ ０ ０ ４７５

社員外 ２,３９６ １ ０ ０ ０ ０ ２,３９７

合 計 ２,８７１ １ ０ ０ ０ ０ ２,８７２

区 分 測定対象延人数(人) 結 果

社 員 １，５３０ 異常なし

社員外 ８，６５８ 異常なし

合 計 １０，１８８

（３）定期検査期間中の放射線業務従事者の内部被ばく（２０２０年３月１６日～２０２０年１２月１５日）

６．１号機第２５回定期検査期間中の線量の状況



１３

（１）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量（２０２０年５月２０日～２０２１年１月２２日）

区 分
放射線業務
従事者数(人)

総線量
(人・Ｓｖ)

平均線量
(ｍＳｖ)

最大線量
(ｍＳｖ)

社 員 ３２６ ０．０１ ０．０４ １．１８

社員外 ２，２０５ ０．５４ ０．２５ ７．１５

合 計 ２，５３１ ０．５６ ０．２２

（２）定期検査期間中の放射線業務従事者の線量分布（２０２０年５月２０日～２０２１年１月２２日）

区 分 5mSv以下
5mSvを超え
15mSv以下

15mSvを超え
20mSv以下

20mSvを超え
25mSv以下

25mSvを超え
50mSv以下

50mSvを
超える

合 計

社 員 ３２６ ０ ０ ０ ０ ０ ３２６

社員外 ２,１９９ ６ ０ ０ ０ ０ ２,２０５

合 計 ２,５２５ ６ ０ ０ ０ ０ ２,５３１

区 分 測定対象延人数(人) 結 果

社 員 １，５４６ 異常なし

社員外 ７，８２４ 異常なし

合 計 ９，３７０

（３）定期検査期間中の放射線業務従事者の内部被ばく（２０２０年５月２０日～２０２１年１月２２日）

７．２号機第２４回定期検査期間中の線量の状況



１号機第２５回定期検査期間中のおける制御棒の曲がり事象

〔曲がり発生〕

制御棒取扱装置

〔正常な状態〕
（制御棒取扱装置内に
収納後、挿入作業）

曲がり
発生

制御棒

燃料集合体

使用済燃料
ラック

ガイドピン

〔RCCの収納が不十分な状態〕

所定の高さまで
下降中

参考

○事象発生概要

・2020年7月16日、制御棒クラスタ(RCC)の健全性を確認する検査中、RCC１体の外観確認を
終えて所定の位置に収納しようとした際、24本の制御棒のうち１本に曲がりが生じた。

・通常は、RCCを制御棒取扱装置に完全に収納した状態で所定の高さまで下降し、センタ
リングを行ったうえで、ガイドピンを所定の位置に嵌め込みRCCを燃料集合体へ挿入する。

・今回は、RCCの収納が不十分な状態であったため、所定の高さまで下降しようとした際、
使用済燃料ラックにRCCの先端が接触し、曲がりが生じた。

○対策

・予備品（新品）に取り替えるとともに、作業要領書の見直しと教育を実施した。
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当社は、今後とも、安全確保を最優先に、原子力発電所の安全、

安定運転に努めてまいります。

８．おわりに
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